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す
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；屬
お
：ら
れ
、
一
名
に
付
き
所
得
‘恭
于
額
を
.課

税

格

：ょ
.‘か

按

除

：す

る

を
得
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；
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憶
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滅
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蒋
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；
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大
家
族
.を
找
養
す
る
游
に
も 

適
⑧
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

J

隨
ジ
て
今

.
日
從
屬
若
の
數
に
依
ジ
て
免
税
額
の
異
な
る
場
合
：さ 

は
適
用
上
の
關
係
に
：大

な

る
相
逮
を
，見
る
も
の
ご
し
な

.
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ

0 

: 

, 

' 

V
 
ノ 

.:

委
員
會
は
鄙

♦

‘

の
瞪
言
れ

.
基

礎

？
し
て
、免

税

點

は

獨

身

者

ビ

旣

婚

者

：̂

の

旧

k

、適

.當
の 

廣

0
を
.歡

け

る

0

を
i.
必
.
要
.
と

す

る

結

#

に

到

達

し

お

。
，換

言

す

れ

ぱ

現

行

法

に

於

け

る

官

, <

妻
者
，じ
鐵
す
る
賞
典
ざ
免

.
税
醋
ピ
を
結
び
付
け

"
獨
身
者
に
智
す
る
免
税
點
を
或
る
金
額

ざ 

し
：お

か

ら

ぱ

，旣
娘
者
で

.
兒
女
の
な
い
者
の
免
除
點
は
幾
#
前
卷

ょ
.
，
‘ぅ
も
高
く
し
♦有
子
者
で 

一
あ
れ
ば
、其
兒
女
の
敷
に
：依
ジ
：

て
，
更

に

高
く
ず
ふ
の

.
ぐ
あ
る
。
吾
人
は
令
日
免
税
點
を
獨
身 

者
に
纖

し

て
百
五
ホ
碰
以
上
に

^

:

女
を
有
し
な
い
旣
娘
者

H

對
し

て
、
二
百
五
十
破
以
上
に

‘ 

.
引
，‘上

げ

る

こ

と

を

虫

當

，キ

熟

め

ざ

る

を

得

.な
い
。
是
等
の
敷
字
を
提
言
す
る
に
就

V
"、

吾
人 

は

1

方
に
納
税
力
を
考
へ
、叉
他
の

i

方

，
ド
小
額
の
所
得
に
就

て
，
所
‘得

税
を
徵
收
す
る
費
用 

，を
熟
み
、社
會

.
に
於
，け
ネ
正
義
の
觀
念
に
背
反
し
一

V

は

、
如

，
何

ダ

る

粗

.秘

も

巧

に

施

行

さ

れ

な

:

い
,

I

:

前
女
に
孤
れ
ぱ
、委
員
會
：0

意
見
は
甚
：だ
.折
M

的
で
；あ
も
妥
協
的
で
は
：あ
る
が
盛
れ
は
戰
後 

特
に

收

..入

を

必

要-IIO

ず
，る
財
‘政
上
の
：事
情
か
ら
考
へ
：て
^
^

ざ̂
レ

な
け
れ
ぱ
て
ら
ぬ
。
鬼
に 

生
：計
最
小
：必
要
費

.じ
要
す
る

.所
得
に
課
能
を
，免
除
す
る
政
策
は
.：戦
後
の
今
日
に
於
て
は
減
時 

中
ょ

-

CV.

も
、
.明
瞭
に
適
用
さ
れ
可
き
道

f
f
lで
あ
る

。
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納
税
者
の
人
的
狀
況
、其
：

一:、

旣
雄
者
の
所
得 

.

所
得
辨
を
，し
て
資
擔
の
公

.：平
な

：税

ね

&

し

め

る

の

：は
.
課

税

の

際

に

、
納

税

者

の

人

的

狀

況

..を

赏
十
冗
盤
，2
U

六
二一

)

偏
.
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究
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敛
酌
ふ

.
て
’
税
爛

l
i

等

：差

を'
設
.
.け
る
こ
ビ
が
出
來
る
か
；ら
で

.

.あ
る
。

‘：莱
國

.；で
-

は
.
始
め
課
视
の
-滞 

堪
を
重
ん
じ
て
、人
的
狀
ね
，に
，
‘
就
て
、像
く
 

®
.

酌
す
る
.
所
へ
は
な
'
か
-

つ
.
，た
。

千

A

耳
五
十
ニ
一
ぐ
の
法 

辟
で
‘、生
，命
保
臉
料

'
を
所
得
の
内
か
ら
控
除
す
る
こ
：ヒを

'
認
め
た
位
が
人
的
狀
況
を
參
酌

S

た 

稀
有
•
の
：事
傳
で

'
あ
◊

‘：た
。

悠

し

®

耽
：與
僧
の

.
公
ネ
.
を
®
'

ん
：.す
る
‘

思
，想
：，が
立
，
.
法

上

に

现

，
は

れ

.
-
る 

み

チ2
2

":

游
g

y

.

か

ら

葉

國.
の

所

得

桃

法.
に

も

、
人

：
的

：狀

況

を

；

#

酌
す
る
.
親
霉
を
.
參
く
の
點
.
に
，
於
‘ 

て
、見
^

と
.

>
.

爲

C
V
.

ね
'タ
；，：現
行
法
に
於
：け

.

.る

.
重
な
る
规

‘
定

は
-在

： .

の
如
‘
く
で

‘あ
.
る
。

1
 

(
i

:
i

嚇
為
百
碑
以
下

6

,

群
に

a

し

は

、其
扶
，養
す
る
：午
六
歲
以
下
の
兒
量
一
名
に
付
き

、I  

j  

:

十
浑
碎
ぉ
擦

.
除
し

r

所

，
得

八

，：
百

：
破

.
以

ぶ

：

1

千

赠

以

下

の

：：敦

に

對

し

て

•

は
>ニ

名

を

想

過

す

る

®
 

重
に
‘
對
し
、
：

j

ご
名
.：

に
：；♦

.
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1
1

十

$
,
硫

を

挺

除

す

る
。
、
.

.

.

.
,

(

5
網
税
激
に
し

H
.

妻

：を

有

し

、
叉

：自

己

若

'ム

<

は0

の
：
観.戚

を

扶

養

す.る

，
ビ

き

•
其

被

扶

養

者

： 

が

十

六

，歲
以
下
で
：あ
i
:か
、自
.活
し
：得
：ざ
る
者
で
あ
る
：か
、所
得
年
額
二
十
五
；破
.み
下
の
者
で
‘ 

め
ネ
場
★
 I：2.

は
.、何

れ

も

'

に

仲

き

，所

得

玉

十

硫

控

除

す

る

.
。
：
：
.
：

.
，

(

H

)

保
.

職
料
に
‘
就
て
は
，、所

得

六

分

の1
.

に
達
す
る
ま
で
を
限
度

W
:

レ
、納

桃

缴

自

身

並

に

.妻
り 

保
臉
料
を
控
除
す
を
？
ゾ
ふ

S

し
.：ブ
.

V

 

::;ュ
‘

ス

ン

V 

.

ぐ:

,
今
囘
の
委
員
會
に

.於
：て

.は
、右
：じ
述
ベ
た
.親

，行

法

の

规

定

に
.，糧
々

.
の
點
に
於
て

♦
 
M

を
加
へ

' 

る

說

に

接

レ

お

。

元

來

ー
妻
に

'關
す
る
寬
典
は
，中
九
有

4-̂
:

A
年
*に
始
ま

b

た
の
で

.あ
ク
て
、始 

控
除
額
は
ニ
十
五
破
で
あ
ゥ

，
4
^

が
M

年
五
す
赫
に
引
上

.げ
，ら
れ
た
。
而
し
て
此
擦
除
は
納
桃 

者4:^

る
；夹
の
所
得
が
八

W 

0以
下
：で
あ
る
か
、夫
：婦
の
，所
得
を
合
せ
て
：も
、尙
ほ
八

i
s

練
以
下
ズ 

ル
る

.揚

.合
に
限
ら
れ
る
。
又
嫩
が
自
已
の
華
戚
に

.當
る
婦
人
を
家
政
：管
理
人
ぶ
し
て
同
お
さ 

せ
タ

g

i
 

.
場
^

には、
家政婦めにで？

^
ナ
碰
の
擦
，

.除
を

.許
し
、又
求
婚
者
が
自

5
^

の
' 像
と
同 

.居
し
、又
自
分
の
費
用
で
：弟
妹

.の
世
話
を
さ
せ
る
爲
め

I
T

親
成
の
婦
人
を
同
居
さ
せ
て
居
れ
ば
、
 

矢
張

&

五
ナ
破
の
摄
除
を
す
る
こ
ご
、
傅
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。
委
員
會
に
於
て
は

"右
，の
规 

道
に
働
す

る
.
改
正
ど
、し
て
、左
の
如
き
；諸
案
が
擺
出
さ
，れ
た

。
.

.

.

.

V

 

-

,
,

1
T

妻
に
關
す
る
寬
典
は
今
日
以
上
じ

®
張
さ
れ
可
き
も
；

0, 
f

あ
タ
ぱ
か
ら
で
な
く
、来

0

者
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..

じ
.認
め
ら
れ
ね

.

，1
^

除
額
に
對
し
て
、成
る
正
確
な
割
合
を

..，侃
セ
せ

A

こ
ビ
。，

S

妻
‘に
.
.關
す
る
寬
典
は
所
得
み
商
，被
以
下
の
者
ぱ
か
り

U

吸

、ら

れ

可

さ

も

の

で

な

い

こ

ビ

。
 

S

家
政
管
理
者
に
細
す
る
寬
典
は
納
税
者
の
親
戚
で
あ

.

.る
者
に
限
ら
れ
な

S

て
，仏
0 

先

づ

め

S

か
ら

.ギ
へ
る

V
/

現
行
法
に
於
て

.は
獨
身
者

'の
免

'税
嚴
、は
百
三
十
破
で
あ
つ
て
、
 

镇
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§
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國
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第
3
德

.五

.く

i
ホ

に

旣

婚

者

の

免

#

點
は
百
七
十
贿
>
,あ
る
.が
，雨
'者
は
.決

し

て

俾

衡

ひ

正

し

き

を

得

た

も 

の

€ 

#
,へ
ら
れ
な
い
。
：ー
谓
者
の
間
に
は
百
碟
の
：差

遂

★

置
ぐ
可
き
で
あ
り
て
、隨
り
て
前
者
を 

t

五
*

碰̂
.で
す
れ
ぱ
、後
者
を

1
1

百
五
す
跡
と
す
る
の
を
適
當
す
考

.へ
る
。

g

の
點
に
就
て
は
、

りぃ
. 

/
i
i

.

點
就
て
は
、宽
典
を
與
へ
ら
れ
可
き
納
税
激
を 

以
’ 9

て
滅

^

め
つ
て

"
5
S

女
を
有
す
る
者
、未
婚
者
で
あ

CV:

て
.、自

己

の

弟

妹

を

敎

養

す

る

爲

め

に

、

寡
/部
す
る
母
若

P 
く

は
親
戚
の
婦
人
ゾ
同
：居
し
て
居
る
場
合
に
限
る

ふJ

ご
を
主
レ
、，たの
で

.
あ
.る
ッ
.

,
- 

:

:

. 

.

r 

: 

納
税
者
の
人
的
狀
況
、其

.ニ
語

®

並
に
他
の
從
屬
者

.

.兒
意
を
找
養
す
る
：納
税
者
に
對
ず
る
宽
典
に
就

X

問
題
ビ
满
る
め
は

、
m
 

l

宽
典
の
金
額
、第 

U

兒
董
の
年
齡
に
對
す
る
制
セ
第
二

一

寬
典

®

認
め
ら
れ
る
所
得
の
範
圓
に
外

な

ら

な

い

。

^

 

ン
兒

.
重
に
蘭
す
る
览
典
は
千
九
、百
九
，年
じ
始
ま
ウ
た
も
の

.
で
、始
め
は

」

名
に
付
&
十
碌
の
控 

除
に
直
ま
：

C
V

た
が
ギ
九

W

す
四
年
に
は
，其
：倍
額
に
、千
：九

百

十

五

年

に

は
ニ 

4
-

五
破
，

上

.
0
、

千 

九

百

十

九

年

タ

財

政

：法
に
：於

V

は
、長

子

に

限

.TV  

E
E

十

辟

の

按

除

を

許

す

こ

ご
 

>
 

爲
ウ
た
。

兒 

董

に

對

す

る

霖

典

ほ

一

租

税

政

策

蔽

會

政

策

並

に

人

口

政

策

の

ミ

方

面

か

も

，要

求

さ

れ

る

。

®

V

1

家
.の

家

長

が

强

攀

ど

数

養

し

、將
來

b

社

會

的

生

§
5

に

堪

：へ
；得
る
人
：さ
；ず
る
に
は

"
相
’當
の 

費
用
，
；
^:

要
し
、費
用
を
要
す
る
だ
け
、納
税
力
を
银
縣
な
ら
し
め
る
、而
し

V

社

會

政

..策

か

ら

云

 

'へ 

，ー
ぱ
、家

長

に

資

擔

を

輕

ぐ

P

て
"s

s
f

f
i

敎
.養
に
要
す
る
資
力
を

.與
へ
る
の
は
、社

<
|

r

改

善

の

爲

め

.じ 

必
，要
や
あ
り

"
又
斯
く
レ
て

1

國
人

n

れ
.增
加
を
期
し
得
，を
の
で
あ
る
。
隨
ク

V

辦
る
主
張
じ 

紫
..回
な
る
根
袖
の
存

t

る
の
は

’

勿

i
i

で
あ
ゥ

V
、

委
員
會
も
從
來
の
制
度
を
是
認
し
た
上

K

更 

せ
..步
を
進
め
，動
夢
！

^

歡
.を
得
る
蔣
に
對

”
し
.て
，は
、

2
3

^

子
"
に四十破、次子
に
三
十
破
の
割
を 

V

M

0

0

4を
I得
る
夢
に
對
じ
て
、其
.I

割
.減
ぎ
以
ハ
タ
て
、所
得
を
控
除
し
、尙.！̂

兒

®

自
身 

:み
贫
；得
が
.
^
-
の̂
控
除
額

'を
超
過
す
る
段
合
に
は
、寛

‘典
を
廢
ず
る
こ
と
、
し
、..

一

方
に
右
の
按 

慮

#

爲
す
所
得
の

.金
観
じ
成
何
：等

.

.ゆ

制

限

を

付

す

'可

一

き

も

'の
が
な
，い
す
し
f
c
"
! 

‘

，'レr

妻
並
：ね
敏
董
降
納
翁
者

'

タ
る
；

T

 

長
に
‘

於
：て
"

傅
等
を
‘
扶
養
す
る
法
律
上

の
.義
称
が
認 

め
S

れ
，：で
居

§

卞
、此
'

點
か
，&
‘後
き
K

秘
後
、上
宽
典
を
興
ぺ

4

なけらぬこビ、
爲
る

 

:

狗
、一
ザ
^

1

^価
か
徒
為
着

.
ぃ
に
辦
し
セ
ぱ

^

§

何
か
：る
處
叙

’
わ
施
ず
の

&

1

^

當
で
あ
&

ラ
か
。

' 

&
ぱ 

赛
じ
货
I

 

f

.撒
掛
ギ
寛
激
，を
域
，

.
ベ
る
際

.
に
"

妻
.
に
，對

★

る
寬
典
に
格
關
聯
し
て
"棘
で
あ
ジ

 

'て
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戚
の
婦
人

'

を

家

政

，管

理

人

とU

て
：同

居n
;
:
,

せ
：

V

居
る
場
合
ご

"

未
®

:

者
タ
あ
づ

\

の
弟

$

'あ
⑥

c
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